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特定事業の選定で用いる用語の定義は、次の表に掲げるとおりである。 

 

用語  定義 

運転管理ＪＶ ： 運転管理業務を行う複数の構成企業によって結成する共同企業体

をいう。 

運転管理業務委託契

約 

： 基本契約に基づき、運転管理業務の実施に係る事項について、市

と単独企業又は運転管理ＪＶが締結する契約をいう。 

基本契約 ： 本事業の主要な事項について定めるもので、市と事業者が締結す

る契約をいう。 

協力企業 ： 事業者から工事の一部を請け負う、又は業務の一部を受託する企

業をいう。 

構成企業 ： 入札参加者を構成する者をいう。 

事業契約 ： 基本契約、設計・工事請負契約及び運転管理業務委託契約の総称

をいう。 

事業者 ： 市と事業契約を締結し、本事業を実施する者をいう。 

実施方針等 ： 実施方針の公表の際に市が公表する書類一式（実施方針、要求水

準書（案）及び添付資料）をいう。 

設計・工事請負契約 ： 基本契約に基づき、設計・工事業務に係る事項について市と単独

企業又は設計施工ＪＶが締結する契約をいう。 

設計施工ＪＶ ： 設計・工事を行う複数の構成企業によって結成する共同企業体を

いう。 

代表企業 ： 事業者を代表する者をいう。代表企業は、本事業の入札参加資格

の申請、入札手続き等を行う。 

提案書 ： 入札説明書等に基づき作成される書類・図書をいう。 

特定事業 ： ＰＦＩ法の趣旨に準じ、公設公営方式で実施する事業と比較し、

効率的かつ効果的に実施される事業をいう。 

入札参加者 ： 本事業の入札に参加する企業又は企業グループをいう。 

入札説明書等 ： 入札公告の際に市が公表する書類一式（入札説明書、要求水準

書、落札者決定基準、様式集、事業契約書案等）をいう。 

本事業 ： 上尾市水道事業に係る集中監視制御システム更新及び運転管理事

業をいう。 

モニタリング ： 事業者が事業契約に基づき提供するサービスの水準を市が監視

（測定・評価）することをいう。 

落札者 ： 市と事業契約の締結を予定する者として市が決定した者をいう。 

ＤＢＯ方式 ： 市が資金調達し、設計業務（DESIGN）、工事業務（BUILD）運転管

理業務等（OPERATE）を民間事業者に包括的に委託する方式をい

う。 

ＰＦＩ法 ： 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（平成１１年法律第１１７号）をいう。 
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第１章 事業内容に関する事項 

１ 事業名称 

集中監視制御システム更新及び運転管理事業 

 

２ 事業の対象となる公共施設等の種類 

上尾市上水道施設等 

 

３ 公共施設の管理者の名称 

上尾市水道事業管理者の権限を行う市長 畠山 稔 

 

４ 事業の目的 

上尾市水道事業では、集中監視制御システムにより、上下水道部庁舎を含む5施設（上下水

道部庁舎・東部浄水場・北部浄水場・西部浄水場・原市ポンプ場）及び市内に点在する取水

施設（深井戸30本）の遠方監視及び運転管理を行っている。集中監視制御システムは、使用

開始から14年が経過し老朽化が顕著となっているため、設備更新が喫緊の課題となってい

る。また、上尾市水道事業ビジョンでは、令和８年度以降、さらに、設備更新需要が増える

ことが示されており、設備更新事業実施に向けた人材確保も課題となることが想定されるた

め、人材確保の観点からも業務の効率化が求められる。 

本事業を従来の仕様発注方式ではなく、民間事業者に一括して実施させることにより、民

間事業者の技術力やノウハウを最大限に活用し、効率的な設備更新及び運転管理を図ること

を目的としている。 
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５ 対象施設・業務の概要 

(１) 対象施設 

ア 集中監視制御システム更新事業の対象施設 

(ア) 新設対象設備 

a 上下水道部庁舎    集中監視制御装置 

b 東部浄水場    遠方監視制御装置 

c 北部浄水場    遠方監視制御装置 

d 西部浄水場    遠方監視制御装置 

e 原市ポンプ場    遠方監視制御装置 

f 水質モニタ（全 8箇所）   遠方監視制御装置 

g 取水施設（25箇所）   遠方監視制御装置 

(イ) 撤去対象設備 

a 上下水道部庁舎    集中監視制御装置 

b 東部浄水場    遠方監視制御装置 

c 北部浄水場    遠方監視制御装置 

d 西部浄水場    遠方監視制御装置 

e 原市ポンプ場    遠方監視制御装置 

f 水質モニタ（全 8箇所）   遠方監視制御装置※ 

g 取水施設（23箇所）   遠方監視制御装置 

※水質モニタは親局側のみ撤去対象とする。詳細は要求水準書に示す。 

 取水施設の箇所数の差は、中央系井戸の差である。詳細は要求水準書に示す。 

 

イ 運転管理業務の対象施設 

(ア) 上下水道部庁舎     

(イ) 東部浄水場     

(ウ) 北部浄水場     

(エ) 西部浄水場     

(オ) 原市ポンプ場     

(カ) 水質モニタ（全 8箇所）  

(キ) 取水施設（全 30 箇所、内場内 7箇所）  

 対象施設の詳細は、要求水準書のとおりとする。 

  



 

4 

 

(２) 対象業務 

(ア) 設計業務 

a 集中監視制御装置及び遠方監視制御装置設計業務 

b 撤去対象設備設計業務 

c 設計に伴う各種申請に係る業務 

(イ) 工事業務 

a 集中監視制御装置及び遠方監視制御装置工事業務 

b 撤去対象設備工事業務 

c 試運転調整業務 

d 工事に伴う各種許認可等の申請に係る業務 

(ウ) 運転管理業務 

a 技術管理業務 

b 浄水場運転監視業務 

c 保全管理業務 

d 自家用電気工作物保安管理業務 

e その他技術業務 

f 点検調査業務 

g 池状構造物清掃業務 

h 関連業務 

i 事業終了時の引継ぎ業務 

j 災害・事故対応業務 
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(３) 事業方式 

本事業は、ＰＦＩ法に準じて、集中監視制御システムの更新と水道施設運転管理を一括

してＤＢＯ方式により実施する。 

 

(４) 事業者の収入 

設計・工事段階においては、事業者が本事業の設計・工事業務を行い、市がその対価と

して設計・工事費を支払う。 

運転管理段階においては、事業者が本事業の運転管理業務を行い、市がその対価を支払

うサービス購入型とする。 

 

(５) 事業期間 

本事業の事業期間は、令和８年４月１日から、令和２６年３月３１日までの約１８年間

（以下「事業期間」という。）とする。 

 

(６) 事業スケジュール（予定） 

本事業のスケジュール（予定）は以下のとおりとする。 

なお、詳細な事業スケジュールについては、入札説明書にて示す。 

 

表 1 事業スケジュール（予定） 

 

※1 スケジュールについては、あくまで予定となり、実際と異なる場合があるものとする。 

※2 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの期間の間にその時の運転管理業務委託を

受託している事業者からの引継ぎを行う。 

 

(７) 関係法令等の遵守 

本事業の実施に当たっては、必要とされる関係法令、条例、規則及び要綱を遵守するも

のとし、最新のものを適用する。詳細については、要求水準書のとおりとする。  

項目 日程（予定）※1 

事業契約の締結 令和８年３月下旬 

設計・工事期間 令和８年４月１日～令和１１年３月３１日（３年間） 

運転管理期間 令和８年４月１日～令和２６年３月３１日（１８年間）※2 

事業終了 令和２６年３月３１日 
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第２章 評価方法及び結果 

１ 評価方法 

本事業をＤＢＯ方式で実施する場合と、市が自ら実施する公設公営方式の場合について、

定量的評価と定性的評価を行う。 

(１) 定量的評価 

市の財政負担見込額の算定に当たっては、将来の費用と見込まれる財政負担の総額を算

出のうえ、これを現在価値に換算することにより定量的な評価を行う。 

 

(２) 定性的評価 

本事業をＤＢＯ方式で実施する場合における公共サービスの水準について、定量化が困

難なものについては、客観性を確保したうえで定性的な評価を行う。 

 

２ 評価結果 

(１) 定量的評価 

ア 前提条件 

本事業を市がＤＢＯ方式で実施する場合と、自ら実施する場合との財政負担見込額を

比較するに当たり、設定した前提条件は次のとおりである。 

なお、これら前提条件は、市が独自に設定したものであり、実際の事業者の提案内容

を制約するものではない。 

  



 

7 

 

イ 算定方法 

上記アの前提条件に基づき事業期間を通じた市の財政負担見込額について、比較をし

た。なお、財政負担見込額は、現在価値に換算し、その総額を算出した。 

 

項目 市が自ら実施する場合 ＤＢＯ方式で実施する場合 

財政負担の主な

内訳 

①設計費 

②工事費 

③運転管理費 

①事業者へ支払う対価 

・設計費 

・工事費 

・運転管理費 

②モニタリング費 

共通の条件 ①事業期間：令和８年度～令和２５年度 

②割引率：4.0 ％ 

③インフレ率：1.8 ％ 

④地方債の金利：4.0 ％ 

設計業務及び工

事業務に関する

費用 

基本設計により設定 民間事業者からのヒアリング調

査結果を参考として、一部の業務

及び工事について、一括発注によ

り効率化が図られ、また性能発注

によって事業者の創意工夫が発

揮されることによるコスト縮減

を想定して設定 

 

運転管理業務に

関する費用 

運転管理業務費の積算及

び民間事業者へのヒアリ

ングにより設定 

民間事業者からのヒアリング調

査結果を参考として、一部の業務

について、一括発注により効率化

が図られ、また性能発注によって

事業者の創意工夫が発揮される

ことによるコスト縮減を想定し

て設定 

 

資金調達に関す

る事項 

①地方債 

②自己資金 

同左 

 

ウ 算定結果 

区分 市が自ら実施する場合 ＤＢＯ方式で実施する場合 

現在価値換算での指数 １００ ９４.３ 

※指数は、市が自ら実施する場合の財政負担見込額を１００とした。 
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(２) 定性的評価 

ア 効率的な施設整備及び運用 

本事業をＤＢＯ方式で実施することにより、設計・工事段階から運転管理期間を視野

に入れた施設整備が可能となり、効率的な施設整備及び運用が期待できる。 

 

イ 公共サービス水準の向上 

運転管理業務を１８年間の長期契約とするため、運転管理業務に関するノウハウが蓄

積されるとともに、複数業務間（運転管理業務、保安業務、維持管理業務）の連携が円

滑になり、公共サービスの水準の向上が期待できる。 

 

ウ リスク対応力の向上 

本事業におけるリスクの抽出及び整理を行うことにより、本事業に内在するリスクに

対する対応力を高めることが期待できる。 

 

第３章 特定事業の選定に係る評価結果 

定量的評価では、本事業をＤＢＯ方式で実施することにより、約 6 ％のＶＦＭが期待で

きる。 

定性的評価では、効率的な施設整備及び運転管理が期待できるとともに、長期契約によ

る公共サービス水準の向上が期待できる。また、リスクの抽出及び整理を行うことによ

り、リスクに対する対応力を高めることが期待できる。 

上記を踏まえ、本事業を特定事業として実施することが適当であると認められるため、

ここにＰＦＩ法第７条に基づく特定事業として選定する。 

 

 


